
○区集会所建築事業補助金交付要綱 

昭和５４年１１月２６日 

告示第２号 

（目的） 

第１条 この要綱は、区の集会所の建築を促進し、住民の行政参加の拡大を図るために要する経

費の一部を区に補助することを目的とする。 

（補助対象） 

第２条 前条に規定する経費は、区が事業主体又は、区が町の委託を受けている施設で新築（建

築後１０年以上経過したものを改築又は補修する場合を含む。）又は増築する経費とし、１世

帯当たり３平方メートル以内の建築面積とする。ただし、国県等の補助率が事業費の４０パー

セント以上の場合を除く。 

２ 前項のうち補修の場合は、１０万円を下限事業費とし、下限事業費を超える事業について、

事業費の５０パーセント以内の額を補助することができる。ただし、町長が特に必要と認める

ときは、この限りでない。 

（基準面積・単価及び補助率） 

第３条 建築に要する基準面積・単価及び補助率は、別表に定める基準によりこれを規定し予算

の範囲内において補助する。 

（補助の申請） 

第４条 補助事業の承認を受けようとするものは、様式第１号による補助事業承認申請書を町長

に提出しなければならない。 

（補助事業承認の決定） 

第５条 町長は、前条の補助事業承認申請書を受理したときは、その内容を審査のうえ適当と認

めたときは、補助事業承認書をもって当該申請者に通知するものとする。 

２ 前項の場合において、町長は補助事業の目的を達成するため必要があるときは、条件を附す

ることがある。 

（補助事業内容の変更等） 

第６条 補助事業の承認を受けた補助事業者が、当該決定に係る補助事業の内容を変更し、又は

補助事業を中止しようとするときは、その理由を具して速やかに町長に届け出なければならな

い。 

（事業費収支決算書及び実績報告書の提出） 

第７条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに事業収支決算書及び実績報告書（様

式第２号）を町長に提出しなければならない。 

（補助交付の決定） 

第８条 町長は、前条の実績報告書を受理したときは、事業完了検査等を行い、補助事業が補助

金の内容に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し当該補助事業者に通知す

るものとする。 

（補助金の請求） 

第９条 前条の補助金の交付額の確定を受けた補助事業者は、補助金の支払を受けるため様式第

３号による補助金交付請求書を町長に提出しなければならない。 

（交付決定の取消又は補助金の返還） 

http://reiki.town.tamaki.mie.jp/reiki/fng04_hon_next.exe?PAGE=0&UTDIR=D:/EFServ/ss00000362/tamaki&TID=1&SYSID=460&FNM=D:/EFServ/ss00000362/tamaki/00000460_d5000114041301181.html&INF=D:/EFServ/ss00000362/tamaki/flu_inf_00000460&TAG=B1#B1
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第１０条 町長は、補助事業者が次の各号の一に該当する場合は、補助金の全部若しくは一部を

返還させることがある。 

(1) この要綱に基づく補助条件に違反したとき。 

(2) 補助金の運用又は補助事業の執行の方法が不適当と認められるとき。 

(3) 関係書類に虚偽の記載をし、又は工事に不正の行為があったとき。 

 

附 則 

この要綱は、昭和５４年１２月１日から施行する。 

附 則（昭和５８年告示第３号） 

この要綱は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和６１年告示第１号） 

この要綱は、昭和６１年１０月１日から施行する。 

附 則（昭和６３年告示第４１号） 

この要綱は、公布の日から施行する。 

附 則（平成５年告示第４６号） 

この要綱は、公布の日から施行する。 

附 則（平成７年告示第３１号） 

この要綱は、公布の日から施行し、平成７年４月１日から適用する。 

附 則（平成１２年告示第６８号） 

この要綱は、平成１２年１１月１日から施行する。 

 

別表（第２条、第３条関係） 

基準面積、基準単価補助率 

基準面積 世帯数に応じ１戸当たり３平方メートルとする。ただし、３０世帯未満の区につい

ては、次の面積を適用する。 

世帯数 適用面積 世帯数 適用面積 世帯数 適用面積 

  ㎡   ㎡   ㎡ 

9 54 13 70 17 82 

10 54 14 75 18 86 

11 59 15 76 19～29 90 

12 64 16 79 

基準単価 公営住宅第２種木造平屋建及び準耐火構造平屋建の建築単価と実施単価のうち低い

方の額 

補助率 ５０％以内 
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